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Ⅰ 学校体育施設開放事業について 
 

はじめに 

  学校体育施設開放事業は、様々な世代にわたって地域活動の場として重要な役割を

担っており、「市民の体力づくり」「地域スポーツの振興」「地域コミュニティの形

成」を行う拠点として運営していくことが求められています。 

  この手引きは、学校体育施設開放事業の運営を円滑かつ適正に行うことによって、

より多くの方が、本事業を有効活用し活動できるように作成しました。 

  学校体育施設開放運営委員会の皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

１ 目的 

学校体育施設開放事業（以下「開放事業」という。）は、学校の校庭・体育館・武

道場を学校教育に支障のない範囲内において、スポーツ・レクリエーション活動の場

として地域に開放し、地域で行われるさまざまな活動を支援することを目的としてい

ます。 

開放事業は、千葉市立稲毛国際中等教育学校、市立養護学校、第二養護学校、高等

特別支援学校を除く全ての小・中学校で実施され、毎年多くの方が利用しています。  

 

２ 開放施設 

市内小中学校の体育施設（校庭、体育館、武道場） 

       

３ 利用資格 

（１）通常開放 

市内に在住、又は在勤、若しくは在学する者（障害のある方を含む）が構成する、

継続的な利用を前提としたスポーツ団体で、各運営委員会に登録し許可を受けた団

体が利用できます。 

（２）自由開放 

 子どもの身近な遊び場や地域住民の軽スポーツの場として、月３回、小学校の校庭

を開放します。個人での利用は自由です。（登録の必要はありません） 

 

次のような行為を行ってはいけません。 

（千葉市立の学校体育施設開放に関する規則第８条２，３） 

  ア 営利行為その他スポーツの場としての利用に反する行為 

 

※ 営利行為とは 

活動を通じて得られる収入が、当該活動に必要な経費（消耗品費や会費等）に充て

られておらず（又は、必要な経費を上回る額を設定することにより）、団体の構成員

や関係者等への利益分配に充てられる行為である。 

ただし、月謝等として参加者から徴収する額が社会通念上、当該活動に必要な実費

相当額と認められ、利用者に不利益の出ない水準にある場合は、その限りではない。 
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イ 政治・宗教を目的とする行為の禁止 

  ウ 公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがある行為 

  エ その他施設の管理に支障をきたす行為 

 

４ 開放日 

  年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く土曜・日曜・祝日及び平日夜間（体育館・

武道場のみ）を開放日としています。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 開放時間 

利用施設 利用時間 

校庭 ６：３０～１７：００（冬期は１６：００） 

体育館 ６：３０～２１：００ 

武道場 ６：３０～２１：００ 

※ 学校事情が異なりますので、上記の限りではございません。 

 

６ 利用料金 

無料  

 

７ 運営形態 

各学校に学校体育施設開放運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置し、千

葉市が各運営委員会に管理運営を委託します。団体の利用調整や施設の管理等は、各運

営委員会による自主運営で実施します。 

運営委員会の構成メンバーは、学校、スポーツ（社会体育）振興会、スポーツ推進委

員、スポーツ団体、青少年育成委員会およびＰＴＡ等の代表により構成することとして

います。※詳細は「Ⅲ 学校体育施設開放運営委員会」を参照 

 

＜営利行為が疑われる例＞ 

 〇 利用者が必要としない用具（ジャンパー、バッグ等）を無理に購入を勧めてく

る。 

 〇 合宿等、学校体育施設開放事業以外の活動において利用者が望んでいない事  

業を無理に誘う。 

※ 会費が高額に設定されている等、利用者に不利益な活動をしている団体につい

ては、収支報告書等の提出を求め、総合的に判断する場合があります。  

確認！ 

・学校行事や部活動が優先となります。 

・災害や疫病の発生等で学校が休校となった場合については、休校と同期間、学校体育

施設開放事業の利用を中止します。 

・感染症等による開放中止は、原則学校の教育活動の状況も考慮します。 
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８ 利用方法（利用登録） 

利用団体には、利用開始日の１０日前までに、利用を希望する学校の運営委員会に

利用団体登録届、利用申請書を提出してもらいます。申請書類は、各運営委員会で配

付をお願いします。 

登録期間は４月～翌年３月までとなっています。年度途中であっても、随時登録の

上、利用調整を行ってください。 

 

９ 登録情報の公開 

 

 

 

 

 

10 学校体育施設の利用に際しての優先順位 

学校体育施設は、開放事業のみならず、地域行事、地域活動及び選挙時の投票所など

様々な利用がなされています。 

このため、開放事業については、これらの行事を最優先として、優先順位を次のとお

りとします。 

①学校教育の延長または密接不可分と学校長が認めるもの（ＰＴＡ・地域行事等） 

②広く地域住民を対象とした公益的な活動 

・行政サービスの一環で使用するもの(選挙、防災訓練、避難所運営委員会等) 

・市や区が主催・共催するものなど（教室講座等） 

③開放事業登録団体による利用 

 

11 学校備品の使用等 

（１）学校備品の使用 

学校教育に支障のない範囲で、校長が許可したものを使用できます。あらかじめ、

各運営委員会と学校の双方で、貸与する学校備品の種類、状態、保管場所などを確認

します。 

 

（２）学校備品の修繕等 

学校備品が破損・故障した際は、学校教育に支障をきたす恐れがありますので、

利用団体は速やかに学校と運営委員会へ連絡を入れるようにしてください。 

万が一、利用者による破損や故障が生じた場合は、過失であっても基本的には原

因者負担となります。学校長の指示を仰ぎ、利用者の責任で、速やかに原状回復し

てください。（団体や運営委員会で保険に加入することもお勧めいたします。） 

 

 変更！ 

運営委員会に提出された利用団体登録届の内容のうち、利用団体名、使用施設、活動

曜日、使用時間等については、スケジュール表の形でスポーツ振興課のホームページ

に公開します。お手数ですが、利用状況を利用スケジュール表にまとめてください。 

また、変更があった場合はスポーツ振興課へ連絡してください。 
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（３）留意点 

各運営委員会や登録団体が所有する備品や消耗品（ボール類、石灰など）を学校に

保管したり、倉庫を設置したりすることは、原則禁止です。 
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Ⅱ 学校の役割 
学校（学校長）は、施設管理者として、学校開放施設・日・時間帯の確認、学校施設

や学校備品の維持管理、運営委員会の利用調整状況の把握などを担います。 

 

１ 開放施設、日、時間帯の確認 

毎年度、学校は、開放できる施設・日・時間帯を、運営委員会に示します。 

学校教育に支障が生じる等の理由により開放を廃止（一部廃止）する場合や、学校

施設の工事等により、開放を休業（一部休業）する場合は、必ず、スポーツ振興課へ

報告してください。 

また、自由開放日が決まった場合は、教員・児童に周知するため、担任を通して児

童に伝えるとともに、学校内に掲示するなどしてください。 

 

２ 利用上のルールの明示 

学校教育及び学校管理上支障が生じないよう、あらかじめ運営委員会に対して明

示するとともに、施設利用のルールを必要箇所に掲示してください。 

また、利用団体が施設利用上のルールなどを守らない場合、現状確認の上、スポー

ツ振興課に報告してください。悪質な場合は、スポーツ振興課が指導を行ったうえ

で、改善がみられない場合は利用中止・登録抹消の手続きをとります。 

 

３ 市と運営委員会との連絡調整 

市からの開放事業に係る通知は、学校と運営委員会の双方に必要な情報のため、

学校メール便または学校へのＥメールにより行います。学校は、内容を確認の上、運

営委員会事務担当者へ伝達してください。（アドレス登録の運営委員にはメールに

て送付します。） 

連絡漏れや遅滞のないようお願いします。 

※ 登録団体への連絡は、運営委員会が担うよう、ご助言をお願いします。 

 

４ 利用状況の把握 

開放時間帯は、教職員は不在となりますので、現場確認することはできませんが、開

放利用状況の月例報告送付時・利用調整会議での状況報告・事故発生時の事故報告な

ど、施設管理者として、利用状況を把握してください。 
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５ その他 

（１）安全確保 

学校ごとに施設状況を判断し、必要がある場合は利用種目の制限を行ってくだ

さい。なお、当事業では、硬式野球・ゴルフは禁止しております。 

 

（２）学校備品の使用 

運営委員会が学校備品の使用を希望する場合は、学校教育に支障のない範囲で、

ご対応願います。事故防止のため、あらかじめ、運営委員会と学校の双方で、貸与

する学校備品の種類、状態、保管場所などを確認してください。 

 

（３）学校施設や学校備品の破損への対応 

利用者による破損や故障が生じた場合は、基本的には原因者負担となりますの

で、学校は、利用者へ原状回復の指示をお願いします。 

（状況によってはご相談ください。） 

 

（４）新規利用希望団体からの問い合わせ対応 

 

 

 

確認！ 

新たに利用を希望する団体から学校に問い合わせがあった場合は、開放運営委員会の

窓口となる担当者の連絡先（メールアドレス）か、スポーツ振興課の連絡先を紹介して

ください。 

市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

 sports.CIL@city.chiba.lg.jp 

043⊶245-5968 

mailto:sports.CIL@city.chiba.lg.jp


Ⅲ 学校体育施設開放運営委員会の役割 

7  

 

Ⅲ 学校体育施設開放運営委員会の役割 

 

１ 組織・業務 

（１）運営委員会は、学校、スポーツ（社会体育）振興会、スポーツ推進委員、スポーツ

団体、青少年育成委員会およびＰＴＡ等の代表により構成します。 

（２）運営委員会の業務は、次のとおりとします。 

ア 具体的な開放計画の策定 

イ 利用団体の登録 

ウ 登録団体の利用調整 

エ 利用申請書の受付 

オ 利用許可書の交付 

カ 利用状況の巡視 

キ 利用団体代表者及び利用者への指導並びに指示 

ク 利用状況の報告 

ケ 運営に必要な物品等の調達、修繕及びその他経費の執行 

コ 学校、地域住民、事業担当課（スポーツ振興課）との連絡調整 

（３）運営委員会の委員の任期は、1 年としますが、再任を妨げるものではありません。 

 

２ 活動 

（１）運営委員会の役員、予算決算、会則に関することなどの意思決定をする場として、

総会を開催します。 

（２）運営委員会の基本的なルールである会則（規約）を地域の実情や学校開放の使用

状況に合わせて作成し、必要に応じて見直しを行います。 

（３）学校開放の管理運営に係る諸経費の適正な執行・管理を行います。 

（４）学校及び市等関係機関との連絡・調整を行い、登録団体への連絡・周知徹底を図

り、安全で円滑な管理運営を行います。 

 

３ 利用団体の登録・申請・変更・抹消 

（１）利用団体の登録 

 

 

 

 

 

利用を希望する団体の相談を受け、利用を承認する（営利行為の疑いのある団体に 

は、必ず確認をしてください）場合、運営委員会は利用団体登録届を団体に配布しま 

す（受付は随時）。 

変更！ 

利用希望者からの問い合わせは、窓口対応の事務担当者の連絡先を紹介しています

が、これを、電話番号でなく、メールアドレスを紹介する形といたします。 

メールにすることで、間違いの防止、事務の簡略化、時間制限の解消につなげたいと

思います。メールアドレスの登録をお願いいたします。  
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（２）利用団体の申請 

利用を希望する団体の相談を受け、利用を承認する場合、運営委員会は学校体育施

設利用申請書を団体に配布します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）登録団体の変更 

登録団体の名称や代表者、連絡者等に変更があった場合には、登録団体から再度

利用団体登録届を提出してもらい、（１）と同様に処理します。 

 

（４）利用の中止及び登録団体の抹消 

学校行事や学校施設工事等の理由により、施設を使えないことがありますので、

利用団体には、都度、周知をお願いします。また、登録団体から、団体の廃止、休止

又は開放事業の利用をしない旨の申し出があった場合、団体の登録抹消を行い、そ

の内容をスポーツ振興課に報告します。 

また、登録団体が１４ページ記載の利用上のルールを守れない場合、スポーツ振

興課に報告してください。スポーツ振興課が指導を行います。指導事項に改善が見

られない場合、スポーツ振興課が利用の中止を命じ、登録を抹消した後、運営委員会

に報告をします。 

 

４ 各団体の利用調整 

①学校の使用予定（学校行事や地域住民を対象とした公益的な活動）を確認 

②利用受付期間の自由開放日を決定（小学校のみ） 

③利用登録団体へ利用受付の周知を行い、締切後、利用調整会議にて、各登録団体の

利用日時を決定 

確認！ 

団体から利用団体登録届の提出を受けた後の流れ 

①運営委員会は利用団体登録済証（団体保管用）を団体に交付 

②利用団体登録届（教育委員会提出用）をスポーツ振興課へ提出 

（学校経由でもよいです） 

③学校体育施設利用団体登録報告書（学校提出用）を学校へ提出 

④学校体育施設利用団体登録報告書（運営委員会提出用）を保管 …登録完了です。 

確認！ 

団体から利用申請書の提出を受けた後の流れ 

①運営委員会は利用申請書をスポーツ振興課へ提出 

（学校経由でもよいです） 

②日付を記入した学校体育施設利用許可証を団体へ交付 …申請完了です。 

※登録内容に疑義があり、許可証交付を迷う場合は、スポーツ振興課へお問い合わせください。 
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【新規団体の受け入れについて】 

○新規団体（耐震工事、統廃合により活動場所を失った団体を含む）から申請が

あったときはできる限り受け入れを行ってください。 

○利用枠や活動時間などに公平性を欠くことないよう利用調整を行ってください。 

新規団体の利用相談があったとき、週に複数回活動を行っている既存の利用団

体の利用枠を譲るなどの工夫をお願いします。 

(平成２６年２月１５日付け各会長への通知文「学校体育施設開放事業の利用調整と運営について」より抜粋) 

 【利用調整例】 

例１ １回の利用時間を概ね２時間程度とし、より多くの利用枠を確保する。 

  例２ 複数回利用している団体の利用回数を調整し、新規団体に譲る。  

    ※下図は体育館の調整例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   《調整前》 

曜日 

/時間 
月 火 水 木 金 土 日 

早朝      団体④ 団体⑥ 

午前      団体④ 団体⑦ 

午後１      団体④ 団体⑧ 

午後２      団体④ 団体⑨ 

夜間 団体① 団体② 団体① 団体③ 団体① 団体⑤ 団体⑩ 

 

 

 

 

 

新規団体の申し込みが来たとき、複数回利用している団体①・団体④の  

利用枠を新規団体に譲るなどの工夫をお願いします。 

既存の団体①・団体④の協力により、新規の団体⑪・団体⑫・団体⑬が利

用を開始できます。 

   《調整後》 

曜日 

/時間 
月 火 水 木 金 土 日 

早朝      団体④ 団体⑥ 

午前      団体④ 団体⑦ 

午後１      団体⑫ 団体⑧ 

午後２      団体⑬ 団体⑨ 

夜間 団体① 団体② 団体⑪ 団体③ 団体① 団体⑤ 団体⑩ 

 

 

 

 

 開放利用のニーズが高まっております。調整があり得ることを、事前に団体にお伝え

ください。また、多くの団体が活動できるよう、定期的に利用調整会議を行ってくださ

い。 
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５ 自由開放の実施 

（１）目 的  子どもの身近な遊び場や地域住民の軽スポーツの場として、月３回

開放します。 

（２）開放場所  小学校校庭 

（３）開放時間  ６：３０～１７：００（冬期は１６：００）までの時間のうち、 

         １回３時間程度 

（４）開 放 日  月３回（年間３６回）※各運営委員会で開放日を設定する。 

（５）巡視人数  自由開放１回につき１人以上 

（６）周知方法  学校や掲示物を通じて地域住民及び子どもたちに周知してください。 

          

    ★冬期の終了時間について 

    冬期が「いつから」「いつまで」の期間を指すのかは定めておりません。 

    学校の設けた冬期に合わせてください。 

 

 

６ 巡視業務（小・中学校共通） 

 

（１）巡視の形態 

巡視は常駐ではありません。１回２０分～３０分程度。 

 対象学校 対象施設 回数 

開放状況巡視 小学校 校庭、体育館 月１回 

（２人で実施） 中学校 校庭、体育館、武道場 

＊武道場は開放校のみ。 

自由開放巡視 小学校 校庭 月３回 

（１人で実施） 

 

（２）巡視の目的 

利用者の安全確保・利用状況の把握です。 

運営委員会で協力し、安全管理体制づくりをお願いします。 

            

（３）巡視の流れ 

① 校門の開錠 

② 利用者、利用状況の把握 

③ 利用者への声かけ等実施 

④ 巡視報告書の作成(小・中共通)→巡視日時・巡視者名・巡視内容等 

☆小学校校庭の自由開放巡視は、校庭利用日誌に、巡視日時、巡視者氏名、 

利用人数を記入する。 
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（４）巡視の主なチェックポイント 

<利用者について> 

□利用者は安全に活動しているか。 

□利用者は危険な行為を行っていないか。 

□利用者は開放場所以外に立ち入っていないか。 

□開放時間外の立ち入りがないか。 

<施設の状況について> 

□門扉の開閉に異常はないか。 

□遊具が危険な状況でないか。 

<その他> 

□挙動不審者が立ち入っていないか。 

□光化学スモッグ警報（注意報）が発令されていないか。 

※光化学スモッグ テレホンサービス（自動音声） 

   電話番号 043－238－7491～2【４月～10 月】 

 

７ 救急救命講習会について 

千葉市では、市内に在住、在勤の方を対象に次のような応急手当、救急救命講習会

を開催しています。各運営委員会で参考にしてください。 

 

講習会名 内容 対象 問合せ先 

普通救命講習 

・心肺蘇生法（大人・子ども） 

・ＡＥＤの取扱方法 

・異物除去法 

・止血法 

☆普通救命講習Ⅰ（３時間） 

☆普通救命講習Ⅱ（４時間） 

☆普通救命講習Ⅲ（３時間） 

【修了証】を交付 

中学生以上 

千葉市防災普及公社 

℡043-248-5355 

上級救命講習 

・普通救命講習の内容 

・けがの手当てや搬送方法他 

【修了証】を交付 

中学生以上 

短時間救命講習 

・心肺蘇生法（主に大人）と 

ＡＥＤの取扱方法 

・講習時間１.5 時間 

【参加証】を交付 

・小学校４年

生以上 

・初心者 

☆開催する区の消防署 

（救急係）まで 

中央消防署℡202-1618 

花見川消防署℡259-2857 

稲毛消防署℡284-5167 

若葉消防署℡237-8085 

緑消防署℡292-6215 

美浜消防署℡279-0441 
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８ 運営経費の執行管理 

（１）予算作成 

運営委員会は、毎年度、一年間に想定される運営経費の予算を作成し、総会で予算

の承認を行うなど運営委員会の総意で予算を決定します。 

 

（２）運営経費（会費）の執行管理 

運営委員会口座を開設し、適正な執行・管理を行います。運営委員会内での会計監

査や、総会での決算報告を行うなど運営委員会の責任で執行管理します。 

 

９ 施設使用中の安全管理 

運営委員会は、施設使用にあたり鍵の管理や安全上の問題等への対応が必要となりま

す。利用上のルールを守り、施設管理者である学校長の指示に従って必要な対策を講じ

てください。また、利用者への周知徹底もお願いします。 
 

（１）鍵の管理の徹底 

各運営委員会により鍵の管理が異なりますが、学校施設の安全管理を徹底してく

ださい。鍵の紛失事故等を防ぐため、厳重な管理体制の確立をお願いします。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

緊急事態発生に備え、あらかじめ緊急連絡体制を確認してください。 

 

（３）非常口、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置場所の確認及び周知 

緊急事態発生時の避難や、利用者の心停止に備えるため、非常口や AED 設置場所

を確認し、利用団体に、設置場所と使用方法を周知します。学校開放利用者が使用で

きる場所にＡＥⅮが設置されていない場合には、緊急対応方法を学校長とあらかじ

め決めておいてください。 

 

（４）けが等事故についての対応 

けが等事故が発生した場合、速やかに、運営委員会に報告するよう各団体に周知

徹底を図ってください。 

 

（５）利用登録団体への利用に際しての注意事項の周知徹底 

運営委員会は、各利用団体に対し、団体の利用登録及び利用許可時に、施設利用上

のルール（14 ページ）遵守の周知徹底を図ってください。 

 

（６）保険について 

   学校体育施設開放時におけるけが、事故、器物損壊等は、原則利用者の自己責任

です。 

   保険については、各自の任意加入になっていますが、実際には多くの利用者が所

属団体単位の保険に加入しています。 
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安心して施設を利用していただくために、また万一の場合に備えて、保険の加入

を検討するよう紹介してください。運営委員会での加入も検討ください。 

※スポーツ安全保険については、公益財団法人スポーツ安全協会のホームページ

でご確認ください。  http://www.sportsanzen.org/hoken/ 

 

（７）安全・防犯対策 

利用者に対し、利用中は門扉を閉めること、関係者以外の立ち入りが禁止されて

いる場所には絶対入らないことを周知徹底してください。 

 

（８）学校との連絡 

開放事業を円滑に進めるため、学校と定期的に情報交換を行い、その情報は、登録

団体間においても、共有してください。 
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■利用上のルール 
 

１ 学校施設の適正な利用について 
（１）営利行為・政治的活動・宗教的活動・暴力団の利益となるような活動をしないこと。 

（２）学校教育に支障のないように、学校施設・備品を大切に使うこと。破損した場合は、

必ず学校に連絡の上、過失であっても、原則利用者の責任で原状回復をすること。 

（３）平日の学校教育に支障のないように、校庭、体育館、武道場の利用後は清掃と整備

を行うこと。また、校庭のコンディションが悪い状態のときは、翌日の学校教育に支

障がでるため行わないこと。 

（４）硬式野球・ゴルフは禁止。敷地内での火気使用は原則禁止。 

（５）退出時の電気の消灯、水道、戸締りの確認を必ず行うこと。 

（６）トイレなど使用した場所はきれいに清掃し、ごみは必ず持ち帰ること。 

（７）路上駐車は違反行為です。試合等で多くの駐車場の確保が必要な場合には、学校長

に確認を取るようにすること。 
 

２ 施設利用中の責任者の明確化について 
（１）施設利用時は、必ず責任者を明らかにしておき、責任者の指示に従うこと。責任者

は利用上のルールの指導及び監督を行うこと。 

（２）利用中に近隣住民等から苦情があった場合は、責任者が誠意をもって対応すること。 
 

３ 喫煙・騒音等について 
（１）学校敷地内は全面禁煙。校門付近など、学校周辺での喫煙に関して近隣住民より苦

情が寄せられており、学校敷地外においても、受動喫煙防止のための配慮をすること。 

（２）騒音防止（大声での指導や声出しも含む）を徹底すること。学校の多くは住宅地内

にあり、騒音等で近隣住民に迷惑がかからないような利用をすること。特に夜間及び

早朝は音が響くため、十分に注意を払うこと。 
 

４ 節電について 
（１）体育館の利用に際しては、不要な照明は点灯しない（準備、後片付けの際の照明は、

必要最小限の使用）等、節電に努めること。 

（２）利用時間を厳守すること。（体育館・武道場は２１時完全消灯となり、撤収は近隣住

民に配慮して速やかに行う。） 
 

５ 事故報告について 
（１）利用に際しては事故防止に努め、安全について、各自が責任を持って活動すること。 

（２）施設使用中に生じた事故は、登録団体の責任で対応すること。活動中に事故等が起

きた場合は必ず速やかに所属の運営委員会に連絡すること。 
 

各自がルールを守り、スポーツ・レクリエーション活動を楽しみましょう！！ 
 

 

 

 

 

 

 

利用上のルールを守れない団体は、利用停止または、登録を抹消することが

あります。 
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Ⅳ 事務担当者の業務 
 

１ 毎月の業務 

（１）利用状況の集計・報告 

各利用団体が記入した、日誌の利用人数等について、校庭、体育館、武道場（開 

放校のみ）の施設ごとに月締めで集計を行ってください。 

   

耐震工事等で、体育館・校庭の利用のない期間については、その期間の利用が無 

かったことを分かるように記載してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認！ 

□月例報告は、毎月１０日までに、前月分を学校とスポーツ振興課へ提出します。 

ＦＡＸ、メールでの送付も可。 

（日誌本体の提出の必要はない。） 
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２ 随時の業務 

新規利用希望団体への対応 

■利用開始までの流れ 

 

１ 利用希望者から利用希望校の窓口担当者に連絡 

□下記の内容を確認してください。 

①利用者が市内在住・在勤・在学いずれか。 

②継続的な利用か、１回のみの利用か。 

③営利行為の無い団体であるか。 

④利用種目等 

⑤代表者の名前、連絡先 

⑥団体の構成メンバー、人数等 

⑦他の学校での登録状況 
 

 

２ 利用調整     

 

３ 利用団体登録届と利用申請書を配付 

 

４ 団体登録   ～利用開始日の１０日前までに～ 

・提出された利用団体登録届の内容を確認し、団体に登録済証を交付 

⇒利用上のルールを団体に周知 

・利用団体登録届（教育委員会提出用）を学校経由でスポーツ振興課に提出し、利用

団体登録報告書（学校提出用）を学校へ提出        

 

５ 利用申請     

・提出された利用申請書を学校経由でスポーツ振興課へ提出し、利用許可証を新規団

体に交付 

 

６ 利用開始     

 

【注意点】 

市民の方からの問合せの際は、年度当初、運営委員会からご提出いただいた役員名

簿に基づき、窓口担当者の連絡先（メールアドレス）を、ご案内しています。 

※メールアドレスの登録にご協力ください。 

※メールでの 問合せについては、メールを転送します。 

新年度の役員名簿が提出されるまでの間は、暫定的に前年度の窓口担当者の連絡先

をご案内します。 
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☆開放時に事故・けがが発生した場合 

①「学校体育施設開放事業傷病者発生時対応票」を作成する。 

②事故発生日の翌日までに、スポーツ振興課に FAX かＥメールで報告する。 

③対応票による報告の要件 

ア 対象 団体員及び活動に関わる方。 

 イ 程度 救急車を要請した場合。（事故・けがの程度に関わらず） 

   その他、報告の判断が困難な場合は、スポーツ振興課に電話にて問い合わせる。 

   問合せは平日の９時～１７時の間にお願いいたします。 

 

３ 年度末・年度初めの業務 

提出書類は４月中旬頃までに提出するようご協力をお願いします。 

提出期限 ３月下旬～４月中旬 

 

提出書類【全学校対象】 

・御見積書・請求書 

・会長変更届 

・役員名簿 

・学校体育施設開放委託料収支予算書 

・開放状況巡視報告書（前年度分） 

・利用申請書 

・利用団体登録届 

・利用スケジュール表 

・学校体育施設開放事業に伴う委託料決算報告書（前年度分） 

 

４ 年間行事予定                        

４月上旬 

 

７月上旬 

２月上旬 

３月上旬 

学校体育施設開放運営委員会連絡協議会役員会、連絡協議会定例会開

催 

学校体育施設開放管理運営委託料振込み 

事務担当者説明会 

スポーツ指導者講習会 

 

５ スポーツ振興課と運営委員会の事務連絡方法 

スポーツ振興課から運営委員会への通知文書は、学校にメールまたは教育委員会メ

ールボックス経由で送付します。学校を通じて文書をお受け取りください。 

  また、メール送付の申請のあった運営委員会には、学校へ送付した通知文と同じ文

書を別途送付いたします。 

  スポーツ振興課より直接Ｅメール送付のご希望のある運営委員会は、下記アドレス

までご依頼ください。 

  市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課 

 <sports.CIL@city.chiba.lg.jp> 
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 【情報伝達の流れ】 

（１）電子メールの場合 

 

 

 

 

       直接メール送信の場合も有り 

（２）書類等紙の場合 

 

 

 

 

６ 運営委員会より各利用団体に周知する内容 

   年度当初に、各利用団体代表者に１２ページの「９ 施設使用中の安全管理」と

１４ページの「利用上のルール」を周知し、各利用団体員一人一人に伝わるよう周

知徹底をしてください。 

 
発信元 

   学校 
   

運営委員会 

会長・事務担当者   
各利用団体

代表者 
 

  利用団体員   

 
発信元 

   学校 

 
 

  
教育委員会 

メールボックス   
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Ⅴ 参考 
１ 関係法令 

教育基本法（平成１８年１２月２２日） 

第１２条  第１項省略 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、

学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社

会教育の振興に努めなければならない。 

 

学校教育法（昭和２３年６月３日） 

第１３７条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置

し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 

 

社会教育法（平成２ 年８月３０日） 

第６章 学校施設の使用 

第４４条 学校（国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。）の管

理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社

会教育のために利用に供するように努めなければならない。 

第４５条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理

機関の許可を受けなければならない。 

第４６条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を使用しようとす

るときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとす

る。 

第４７条 第４５条の規定による学校施設の使用が一時的である場合には、学校の

管理機関は、同条第１項の許可に関する権限を学校の長に委任することができ

る。 

２ 前項の権限の委任その他学校施設の使用に関し必要な事項は、学校の管理機関

が定める。 

 

スポーツ基本法（平成 ２３ 年６月 ２４ 日） 

第１３条 学校教育法第二条第二項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、

その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般の

スポーツのための利用に供するよう努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利

便性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その

他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 
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２ 市の関係規程 

 

○千葉市立学校の学校体育施設開放に関する規則 
昭和 50 年 4 月 24 日 

教委規則第 7 号 

(目的) 

第１条 この規則は、千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の校庭、体育館、プール

又は武道場(以下「学校体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内におい

て、スポーツの場として市民に開放し、もって市民の体力づくり及びコミュニティ活

動を図ることを目的とする。 

 

 (開放事業) 

第２条 教育委員会は、毎年度、学校体育施設をスポーツの場として開放する小学校、中

学校及び特別支援学校(以下「開放校」という。)を指定し、当該開放校の学校体育施

設を、主として地域住民に開放すること(以下「開放事業」という。)によりスポーツ

の場を提供する。 

２ 開放事業は、教育委員会の責任において実施し、開放事業の実施中の開放校の施設、

設備及び備品(以下「施設等」という。)は、教育委員会が管理する。 

 

 (開放の種類) 

第３条 開放事業は、開放校のうち小学校、中学校及び特別支援学校の体育館又はプール

並びに中学校の校庭又は武道場を団体によるスポーツ又はレクリエーション活動を行

う場所(以下「スポーツ活動の場」という。)とし、小学校の校庭を個人又は団体によ

る自由な軽スポーツを行う場所(以下「軽スポーツの場」という。)として行うものと

する。 

 

 (運営委員会) 

第４条 開放事業の効果的な運営を図るため、開放校ごとに学校体育施設開放運営委員会

(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。 

２ 運営委員会は、教育委員会が毎年度定める開放事業の実施計画に基づき当該開放校に

係る開放事業の運営にあたる。 

３ 運営委員会は、学校、社会体育振興会、スポーツ推進委員、スポーツ団体、青少年育

成委員会、ＰＴＡ等の代表により構成するものとする。 

 

 (開放日時) 

第５条 開放校の開放日は、別に定める開放校を除き、日曜日、国民の祝日に関する法律

(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日(１月１日を除く。)、土曜日並びに千葉

市立小学校及び中学校管理規則(昭和３９年千葉市教育委員会規則第１号)第１９条の

２及び千葉市立特別支援学校管理規則(平成元年千葉市教育委員会規則第８号)第４条

の２第１項に規定する休業日(１２月２９日から翌年１月３日までを除く。)とする。 

２ 学校体育施設の開放時間は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）校 庭 午前６時３０分から午後５時まで(冬期にあっては、午後４時まで)。 

（２）体育館 午前６時３０分から午後９時まで。 

（３）武道場 午前６時３０分から午後９時まで。 

（４）プール 午前９時から午後４時まで(正午から午後１時までを除く。)。 

３ 教育委員会は、前２項の規定にかかわらず、開放事業の運営上必要があると認めると

きは開放日時を変更することができる。 
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 (利用の範囲) 

第６条 スポーツ活動の場としての開放校の利用は、市内に在住し、又は在勤し、若しく

は在学する者が構成するスポーツ団体で、次条第１項の登録をしたものに限り許可す

るものとする。 

２ 軽スポーツの場としての開放校の利用は、原則として自由利用とする。ただし、団体

による利用については、次条第２項の許可を受けなければならない。 

 

 (利用の許可) 

第７条 開放校を利用しようとする団体は、あらかじめ利用団体登録届(様式第 1 号)を運

営委員会に提出して、教育委員会に登録をしなければならない。 

２ 前項の規定により運営委員会に登録をした団体が開放校を利用しようとするときは、

利用予定日の１０日前までに学校体育施設利用申請書(様式第２号)を運営委員会に提

出して、教育委員会の許可を受けなければならない。施設等を使用しようとするとき

も同様とする。 

３ 運営委員会は、前項の申請による開放校の利用及び施設等の使用について教育委員会

の許可があったときは、学校体育施設利用許可証(様式第 3 号)を申請者に交付する。

この場合において、教育委員会は利用について条件を附することができる。 

 

 (利用の条件) 

第８条 開放校の利用は、第 1 条に規定する目的の範囲内に限るものとし、社会教育法

(昭和２４年法律第２０７号)第４４条第１項に規定する学校施設の利用でなければな

らない。 

２ 開放校においては、営利行為その他スポーツの場としての利用に反することをしては

ならない。 

３ 軽スポーツの場としての開放校の利用は、危険性を伴う行為をしてはならない。 

 

 (教育委員会の指示) 

第 9 条 開放校の利用にあたっては、利用者は、教育委員会の指示に従わなければならな

い。 

 

 (利用の中止) 

第１０条 教育委員会は、利用者がこの規則、この規則に基づく実施規程等に違反し、又

は前条に規定する指示に従わないときは、利用の中止を命ずることができる。 

 

 (委任) 

第１１条 この規則に定めるもののほか、開放事業の運営に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

 

附 則   

（省略） 

  



Ⅴ 参考 

22  

 

○千葉市立学校の学校体育施設開放運営委員会規程 
 

(趣旨) 

第１条 この規程は、千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の学校体育施設開放事業 

の効果的な運営を図るため、開放校ごとに置かれる学校体育施設開放運営委員会(以下 

「運営委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(組織) 

第２条 運営委員会は、学校、スポーツ振興会、社会体育振興会、スポーツ推進委員、ス 

ポーツ団体、青少年育成委員会およびＰＴＡ等の代表により構成するものとする。 

 

(業務) 

第３条 運営委員会の業務は、次のとおりとする。 

(１)開放校における具体的な開放計画の策定 

(２)利用団体の登録 

(３)登録団体の利用調整 

(４)学校体育施設利用申請書の受付 

(５)学校体育施設利用許可書の交付 

(６)利用状況の巡視 

(７)利用団体代表者及び利用者への指導並びに指示 

(８)利用状況の報告 

(９)プール開放に係わる管理指導員の推薦(実施校のみ) 

(10)運営に必要な物品等の調達、修繕及びその他経費の執行 

(11)学校、地域住民、千葉市との連絡調整 

(12)その他開放事業の運営に関する事項 

 

(任期) 

第４条 運営委員会の委員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

(その他) 

第５条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に運営 

委員会が定める。 

 

附 則 

この規程は、昭和５０年４月２５日から施行する。 

以下 省略 
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○千葉市立学校の学校体育施設開放運営委員会連絡協議会規程 
 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、千葉市立小学校、中学校及び特別支援学校の学校体育施設開放運営

委員会連絡協議会（以下「協議会」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

（組織） 

第２条 協議会は、開放校の学校体育施設開放運営委員会会長（以下｢運営委員会長｣とい

う。）をもって組織する。 

 

 （業務） 

第３条 協議会は、次の業務を行う。  

（１）各開放校の学校体育施設開放運営委員会の相互連絡調整  

（２）開放事業の改善に関する協議  

（３）開放事業に関する研修及び調査研究  

（４）千葉市との連絡調整  

（５）その他必要事項 

 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。  

（１）会長   1 名 

（２）副会長  3 名 

（３）会計   2 名 

（４）監事   2 名 

２ 会長、副会長、会計は、区代表者（各運営委員会長中から区ごとに選出した代表をい

う。）が互選し、監事は当番区（輪番制で２区）から選出する。  

３ 会長は、会議を招集し、議長となる。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

５ 会計は、本会の会計事務に従事する。  

６ 監事は、会計を監査する。  

 

（任期） 

第５条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。  

 

（顧問） 

第６条 協議会に顧問 1 名を置くことができる。 

２ 顧問は、会長を退任した者について、協議会の承認を得て会長が委嘱する。  

３ 顧問は、会長の諮問に応じる。  

 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、定例会及び役員会とする。  

２ 定例会は、毎年度当初開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集し、

開催することができる。 

３ 定例会は、会員の２分の１の出席（第７条第４項に定める委任状を含む）をもって  

成立するものとする。  

４ 運営委員会長がやむを得ない事情のため定例会に出席できない場合は、運営委員会 

副会長または運営委員会事務担当者に代理出席者として議決権を委任することができる。

また、代理人が出せない場合は、運営委員会長は会長に議決権を委任することができる。  

５ 定例会において承認すべき事項は次のとおりとする。  

（１）事業計画及び予算 
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（２）事業報告及び決算 

（３）規程の改正 

（４）委託契約に関すること  

（５）その他協議会の運営に関する重要な事項  

６ 前項各号は定例会出席者数の２分の１をもって承認するものとする。  

７ 役員会は、会長が必要と認めた場合に招集し、第４項を審議する。 

 

（経費） 

第８条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。  

２ 協議会の会計年度は毎年４月 1 日に始まり、翌年３月３１日に終わる。  

 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課に置く。  

附 則 

 この規程は、昭和５０年４月２５日から施行する。  

 以下 省略 
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